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愛知働き方改革推進支援センターに

き方改革は
う任せくださいノ ‐ ‐
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電話。来所相談
当センター内で専門家が

電話と来所の相談
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個別企業訪問相談
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貴社を訪問し､専門家と対面相談

愛知働き方改革推進支援センター公式キャラクター

セ三ナー開催・講師派遣 オンライン相談
セミナー･WEBセミナーの実施開催 公式LINEアカウントから

ご予約できます！

アイチロちゃん
整った労働環境を好むキレイ好きなキツネ。

愛知労働局の｢愛｣とキツネ文化から生まれました。
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4Jホ盲談無料十社会爆険労議士警の専門家が無料で穏談"等のご…いたし凄■す鉦

こんなお悩みや課題は迷わずご相談ください
※これらは相談事例の一部です。

他の相談もOK。

回就業規則見直し 回賃金引上げに向けた取組み 回活用可能な助威金 回三六協定の締結･届出

回同一労働同一賃金 回人材不足対応(育成含む） 団業務効率化から始めたい 回時間外労働の上限規制

中小企業。個人事業主のための無料相談窓口

愛知働き方改革推進支援センター
属’ ’・ 電 話

01 20-006-802
’ E-mail

aichi@task-work.com

’ ’ファックス

05 2-364-9028

’ ’ホームページ
*当ｾﾝﾀｰは､駐車場がございません｡公共交通機関での来所を推奨いたします。

受付日時：月～金曜日（祝日等を除く）午前9時～午後5時 回働き方改革推進支援センター
』■■■

愛知働き方改革推進支援センター 〒464-0855愛知県名古屋市千種区千種通7-25-1サンライズ千種3階（タスクール内）

寧当センターは､厚生労働省･愛知労働局より委託を受けた公的支援機関です。＊当センターはF事業者様の支援｣を目的としており､労働者様へのアドバイスは致しかねま或幽ご相談内容は秘密厳守として取り扱い､目的外の使用は致しません。
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中小企業・個人事業主のための働き方推進麦援事業

愛知働き方改革推進支援ｾﾝﾀｰ 専門家による無料相談申込票

■ ！ Iお電話による申込 WEBフオ

▼

函｡…･…■ 議
〆 、会社名

事業所名
代表者名

１

名
名従業員数業 種

(うち 非正規層用労働者

｜｜叩

住 所

氏 名狙当甑署／役職 ／

FAX番号電話割号 （ ） ＝【1 リ ー

メールアドレス ＠

第1希望

第2希望

月
月

／
／

日
日

時から

時から
■|電話で調整を希望

相談希望日時

相談方法
(どちらかに○）

※会細・事業所へ訪問 センターへ来所

口働き方改革関連法への対応全般

口補助金・助成金制度の活用

口社員定着《退職防止）

口給与体系・賃金制度（評価制度）

口労働時間管理（時間外労働他）

口女性の遥躍擢准

口外国人の就労・受け入れ

口職場風土（コミュニケーション）

□36協定・就業規則の見直し等

口働き方改革で何から手をつけたらよいか分からない

口牛産件向上(業務効率化・IT活用）

ロテレワーク勤務の導入

口人材採用・人材確保

口人材育成・教育訓練

口長時間労働の是正

口有給休暇の取得義務化への対応

口高齢者活用・再雇用

口同一労働同一賃金

ロハラスメント対策

相談内容

【ご希望内容にチェック）

■|その他※特に相鱗したい内容がございましたら、こちらにご記入ください。

ロハローワークからの紹介 口労働局からの紹介

口会計事務所からの紹介 口金融機関からの紹介

口実施機関(タスクールPIus)の紹介

）

口労働基準監督署からの紹介

口商工会議所・商工会からの紹介

ロホームページを見て

□その他（

この専門家相談を

知ったきっかけ

ノ
※ご記入いただいた個人情報は当センターが厳重に管理し､この目的以外では使用しません。

愛知働き方改革推進支援センター（実施機関／株式会社タスクールPlus)

〒464-0855愛知県名古屋市千種区千種通7－25－1サンライズ千種3階（タスクール内）

､01 20-OO6-802 g 052-364-9028 Z aichi@task-work.com
※会社・事業所への訪問相談の申込期間 令和6年4月1日～令和7年3月7日

お問い合わせ先


